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ステージ３（発生時） 

ステージ２（疑い発生時） 

ステージ１（平常時） 

 
発  生 

有 り 

【情報管理・マスコミ対応・危機管理体制の設置準備】 
地域振興局、保健所との連携開始。県獣医師会等外部関係

機関との調整等。 

１．予防法規定事務の実施 
(a) 飼い犬の登録・狂犬病予防 

注射の実施（法第４条、５条） 
  義務者：犬の所有者、市町村 

(b) 予防員による徘徊犬の抑留 
  （法第６条） 
  義務者：予防員、技術員 

(c) 動物の輸入・輸出検疫 
  （法第７条） 
  義務者：検疫官（農水省） 

※ その他、港湾等からの不法入国 
犬の監視等、関係機関と連携し、 
国内発生を予防する。 
→P.９、１０参照 

 
平常時予 
防体制へ 

 
(a) 現地保健所（予防員）対応事務   (b) 健康危機管理課対応事務 

① 発見者からの状況聴取       ① 保健環境科学研究所に採材、 
② 健康危機管理課への報告       及び検体送付の依頼 
③ 発見者への指示          ② 国への報告、及び保健所から依頼があった場合、 
（動物の保管・管理、隔離、移動     確定診断の依頼 
禁止、殺害禁止等）         ③ 隣接他県（庁内関係部署、市町村等）への通報 

④ 動物の観察            ④ 県獣医師会等関係団体への連絡 
⑤ 疫学調査の実施          →P. １１～１７、２０～３９参照 

 

２．疑い動物の発見時（対応例） 

３．「陽性」だった場合の対応 
(a) 国の対応 

① 国は国立感染症研究所からの報告を県及び

隣接以外の県に通知し、調整会議を設置する。 
② 外部機関への協力の要請 
③ 中央対策本部の設置 
 報道、現状把握及び分析、構成団体間の連絡調

整及び法的措置の検討等を行う。→P.46～参照 
(b) 県の対応 
 ① 国からの通知を受けた後、関係機関、団体及

び近隣県へ連絡する。 
② 熊本県狂犬病対策本部、及び地域狂犬病対策

本部を設置し、国の中央連絡会議との調整のも

と、次の事務を実施する。 
〔ⅰ．報道 ⅱ．犬の係留命令等 ⅲ．現状把握・

分析 ⅳ．中央対策本部・近隣他県への報告 

ⅴ．関連部局・団体間の連絡調整 ⅵ．関連部

局・団体間との協力 ⅶ．疫学調査の指示 ⅷ．

法的措置実施についての中央対策本部との協

議・決定〕→P.49～参照 
※ 地域対策本部では、以下の事務を実施する。 

〔ⅰ．疫学調査 ⅱ．調査結果等報告 ⅲ．住民

への啓発・指導 ⅳ感染動物の隔離 ⅴ．法的

措置の実施 ⅵ．汚染設備・物品等の洗浄・消

毒の指示〕→P.52～参照 

陰 性 

確定診断 
国立感染症研究所 

〈検査方法〉 
・直接蛍光抗体法 
・RT-PCR 法 
・ウイルス分離法等 
→P.４０～４５参照 

疑 い 
 

無 
 
し 

レベル１（国内発生） 
健康危機管理課及び保健所担当

課による連携体制をとる。 
→P.１２参照 
 

レベル２（隣接県発生） 
健康福祉部長を本部長とする熊本

県狂犬病監視本部の設置（地域監

視本部の設置） 

→P.１３参照 

レベル３（県内発生） 
知事を本部長とする狂犬病対策

本部の設置（地域対策本部等の

設置）→P.１３参照 

 

陽 性 

狂犬病（疑い）発生時対応の概要図 
 


